
区域 種別 対象者数

屋内退避 ／一時移転（1週間程度内に実施）の流れ

備考
警戒
事態

施設敷地
緊急事態

UPZ
（発電所か
ら概ね5～
30km圏内）
（予防避難
ｴﾘｱを除く）

医療機関

愛媛県：
2,092人

山口県：
対象施設なし

 愛媛県が緊急被ばく医療ｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰや災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀの助言
を受け、医療機関の受入候補先を
選定するとともに、受入に関する調
整を実施。
（施設毎の避難計画は策定済み）

社会福祉施
設

愛媛県：
3,610人

山口県：
対象施設なし

 施設毎の避難計画に基づき、あら
かじめ選定している避難先施設
へ避難、もしくは家族へ引渡し。

 あらかじめ選定した避難先施設
への避難もしくは家族への引渡し
ができない場合は、愛媛県が受
入先を調整。

在宅の避難
行動要支援
者

愛媛県：
7,170人

山口県：
8人

 関係市町が準備した避難先に一
時移転を行う。

 介護ﾍﾞｯﾄﾞ等が必要な要支援者は
福祉避難所等へ移動。

学校・保育所

愛媛県:
12,626人

山口県：
対象施設なし

 施設敷地緊急事態になった時点
で授業・保育を中止し、保護者へ
の引渡しを開始。

 保護者へ引渡しができなかった場
合は、全面緊急事態で屋内退避
を行い、その後指示に基づき一時
移転先に移動し、保護者に引き渡
す。

一般住民※2

愛媛県：
78,680人

山口県：
13人

計78,693人

 避難計画で定めている避難先へ
一時移転を実施。

 愛媛県では、自家用車を利用可
能な者は自家用車で移動。自家
用車が利用できない者は、県が
準備したﾊﾞｽ等で移動。

 山口県では対象地域が離島のた
め船舶による避難を実施。

合 計 104,199人

避難先福祉施設
（177施設）

受入可能人数：
3,702人

福祉避難所等
（245施設）

介護ﾍﾞｯﾄﾞ等が必要
な要支援者

自家用車、ﾊﾞｽ等により移動

避難先
施設

＜引渡しできなかった児童等＞
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避難
経由所

一時移転
の指示

一時移転
の指示

屋内退避
（119施設：
12,626人）

一時移転
の指示

屋内退避
（114施設：
3,610人）

屋内退避
（7,178人）

屋内退避
（78,693人）

愛媛県が、域内のﾊﾞｽ等会社から必要となる
輸送手段を調達。不足する場合は、他県との
応援協定や政府の支援の下、近隣県等から
輸送手段を調達。

広域避難所等
※避難先施設で保護者に引渡し

広域
避難所

屋
内
退
避
の
準
備
を
開
始

ﾊﾞｽ・福祉車両（支援者同乗）により移動

ﾊﾞｽ・福祉車両（職員同乗）
により避難

ﾊﾞｽ（教職員同乗）により避難

一時移転
対象学校等

※2 一般住民の対象者数は、UPZ（予防避難ｴﾘｱを除く）住民数の合計から割り出した数であり、若干の増減がある。
※3 UPZ内の全住民が一斉には一時移転を行わず、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果に基づき、毎時20ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄを超える区域が特定 された場合は、

特定された区域の住民の一時移転を実施。

一時移転
対象者

一時移転
対象者

一時移転対象
福祉施設
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伊方地域の緊急時対応（概要版） ⑤UPZ（予防避難ｴﾘｱを除く）における屋内退避・一時移転の考え方

対象施設
（119施設）

保護者
引渡し

避難先医療機関
（101施設）

受入可能人数：
2,829人

屋内退避
（24施設：
2,092人）

ﾊﾞｽ・福祉車両（職員同乗）
により避難

一時移転対象
病院

※1 緊急被ばく医療ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰや災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀの助言を受け、医療
機関の受入候補先を選定するとともに、受入に関する調整を実施。

※1

愛媛県

山口県 島外
避難所

一時移転
の指示

一時移転
の指示

全面緊急事態

OIL2となった場合



１．ﾄﾞﾛｰﾝを活用した情報収集体制

 愛媛県は、住民避難に必要な避難道路の被災状況等を迅速かつ効率的に把握できるよう、ﾄﾞﾛｰﾝ
を活用した情報収集体制を構築。

 複合災害時には、愛媛県災害対策本部からの遠隔操作による飛行開始指示により、伊方町内の
各配備拠点に設置されたﾄﾞﾛｰﾝが自律飛行し、愛媛県や伊方町等の各防災拠点に避難道路の映
像をﾘｱﾙﾀｲﾑに伝送。

 国、愛媛県及び伊方町は、映像を解析し、住民が円滑な避難を実施できるよう、避難ﾙｰﾄの選定に
活用。

 ﾄﾞﾛｰﾝは、伊方町の避難経路14ﾙｰﾄの被災状況を把握できるように飛行。
 機体については、撮影機、中継機を含め全23機を5つの配備拠点に配置。
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 伊方町は、避難行動中の住民などがﾘｱﾙﾀｲﾑで原子力災害に係る情報等（事象の進展状況、
避難経路の指示、渋滞情報等）を得られるよう、臨時災害放送局（FM放送）を開設し、同町内全
域に情報を発信。

 万が一、固定型ｱﾝﾃﾅが使用できない場合に備えて、可搬型のｱﾝﾃﾅを伊方町役場に1台配備。

伊方地域の緊急時対応（概要版） ⑥情報収集体制及び情報伝達・提供体制

災害対策本部（愛媛県庁）

映像確認、解析、避難実施方針の作成

住民（伊方町全域）

各集落から一時集結所に避難

現地災害対策本部（愛媛県ＯＦＣ） 災害対策本部（国：東京）
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・映像確認、解析
・避難ﾙｰﾄ選定
・避難指示

ﾄﾞﾛｰﾝの自律飛行によ
る被災状況調査

災害対策本部（伊方町役場）

町からの情報を踏まえ円滑に避難

広域避難先

広域避難先に避難

ﾄﾞﾛｰﾝからの
映像伝送

遠隔操作による
ﾄﾞﾛｰﾝの飛行開
始指示

・情報連絡体制の確立
・ﾄﾞﾛｰﾝ飛行の調整
・避難実施方針の調整

映像
伝送

各拠点

住民への情報伝達手段
・臨時災害FM
・防災行政無線、緊急速報
ﾒｰﾙ、ＣＡＴＶ、広報車等

各ﾄﾞﾛｰﾝ配備場所（伊方町役場、各支所等）から離発着

瀬戸支所

飛行ﾙｰﾄ：
伊方⑤、瀬戸①、瀬戸②、瀬戸③、
瀬戸④

伊方町役場

飛行ﾙｰﾄ：
伊方①、伊方②、伊方③

町見出張所

飛行ﾙｰﾄ：伊方④

三崎支所

飛行ﾙｰﾄ：
三崎②、三崎③、三崎④

凡例：
撮影機 中継機

八幡浜消防署第一分署

飛行ﾙｰﾄ：
瀬戸④、瀬戸⑤、三崎①

い かたちょう

せ と

みさき

やわたはま

まちみ

発災直後や避難行動中の情報発信

固定ｱﾝﾃﾅ 伊方町役場

三崎地域

瀬戸地域

伊方地域

みさき

せと

い かた

＜臨時災害放送局運用のｲﾒｰｼﾞ＞

放送時の様子

放送用資機材

２．住民への情報伝達体制

 防護措置（避難、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が必要になった場合は、原子力災害対策
本部から、関係県及び関係市町に、その内容をTV会議等を活用し迅速に情報提供。

 関係市町は、防災行政無線、広報車、CATV、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ等を活用し、住民へ情報を伝達。

＜関係市町が整備する住民への主な情報伝達手段の例＞

TV会議等を活用し
迅速に情報伝達

情報伝達

住 民

関係県、関係市町

防災行政無線
（戸別受信機） CATV

防災行政無線
（屋外拡声子局） 広報車

防災行政無線
（市町からの発信）

原子力災害対策本部
（首相官邸）

【伊方町における臨時災害放送を活用した迅速な情報提供】

固定ｱﾝﾃﾅ
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